
　　　　

　

利用期間 平成30年４月～１１月末まで　　　貸出時間　９：００　―　１７：００

大人

（中学生以上）

小学生以下

保護者同伴 （注）24インチの自転車に乗れる方

幼児

●自転車仕様　３段変速　２４インチ　/　２６インチ　　/　　２６インチ（軽快車）　　７台保有

●予約制　当日空車があれば当日でもご利用いただけます。

【JRくりこま高原駅からの　　　　　　　　（10km/h）での所要時間】

　伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターまで　 ・・・5ｋｍ　30分   若柳　くりでん　旧若柳駅まで　　　　 　 ・・・7.5km　50分

　築館　杉薬師双林寺まで ・・・6ｋｍ　40分 　金成　歴史民俗資料館まで　 　 ・・・9km　1時間　

【モデルコース】

●伊豆沼・内沼コース　　（所要時間　３時間）　

●築館市内コース　　　　（所要時間　３時間）　

●若柳・金成コース　　　（所要時間　６時間）

　　　　　　　　　　【お申込み・お問合せ】　

　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人栗原市観光物産協会

５００円

使用者区分

１，０００円

※　ご利用の可否につきましては、協会窓口までご確認ください。

【利用料金】

３時間以上～終業時まで

１，０００円

　　栗原市志波姫新熊谷２８４番地3　TEL: 0228-25-4166　FAX:0228-25-4182

　　http://kurihara-kb.net/  　　　E-mail kurihara-kb@grace.ocn.ne.jp

貸出不可貸出不可

貸出場所
くりこま高原
駅オアシス
センター

３時間まで

（注）　24インチの自転車に乗れる方

５００円

　　くりこま高原駅_＿＿_伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター__湖畔サイクリング＿サンクチュアリセンターつきだて館_＿＿＿_くりこま高原駅

　　くりこま高原駅＿＿＿　築館　薬師公園　杉薬師双林寺__＿＿白鳥省吾記念館____＿_くりこま高原駅　

　　くりこま高原駅_＿＿__若柳　くりでん旧若柳駅_＿＿__農産物直売所くりでん＿＿___大林寺＿＿___金成歴史民俗資料館＿＿_____くりこま高原駅

起伏のあるコース　目指すはラムサール登録湿地、伊豆沼・内沼へ

田んぼ、国道３９８を通る平坦なコース　栗原の中心部、築館へ

くりでんのあるまち若柳、歴史とロマンのまち金成を自転車でひとめぐり！



　　　　　　　※予めご確認ください

ない場合があります。 

　 ご連絡下さい。

（1）飲酒・無謀運転、その他交通法規に違反する行為 　

（2）危険箇所・その他不適切な場所での利用

（3）自転車放置禁止区域内及び歩行者や自転車の通行障害となるような場所での駐輪

（4）自転車の改造

（5）運転中に当該自転車の異常（パンク等）を認めた場合、運転を継続する行為

（6）利用申込者以外の者に使用させること

　　　　　　E-mail　kurihara-kb@grace.ocn.ne.jp　　　　HP　http//kurihara-kb.net/

　　生証など）と一緒に提示してください。※身分証明証は、複写させていただきます。なお、利用申込みの代表者は高校生以上に

１１. （禁止事項） 利用者は次の行為をしないで下さい。

１２．（規約等の変更）当規約・休業日・営業時間・サービス内容等は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 

１３． （利用取消）利用者が利用規約に違反した場合は、貸出期間中であっても、利用を取消し自転車を速やかに返還して頂きます。

　　また、利用規約の違反により当協会もしくは第三者が被害を被った場合には、利用者にその損害賠償を請求することがあります。

　　ともに、内所に事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を報告して下さい。 

１０. （鍵の紛失・破損）自転車の鍵を紛失・破損された場合は、交換料として１，０００円を頂きます。施錠での駐輪等の利用

　　者の過失による自転車の盗難・紛失等に遭遇した場合には、８項に定める違約金をいただく場合があります。

　　過失が認められた場合は、違約金をいただく場合があります。

９. （事故）利用期間中に遭遇された、第三者による事故・盗難等により利用者に損害等が発生した場合において、協会は一切の

　　責任を負いません。利用者が利用期間中に事故にあった場合は、速やかに警察署に届ける等の法令で定められた処置をとると

　　　としても、協会に起因する場合を除いて協会は一切責任を負いません。 

　　　者自身が自転車を修理された場合の修理代金は負担できません。自転車の故障によって利用者その他第三者に損害が発生した

８. （自転車の盗難・紛失）利用期間中に自転車の盗難・紛失等に遭遇した場合は、速やかに貸し出した貸出場所、協会窓口まで

　　　貸出手続きの際に利用申し込み書に必要事項を記入の上、身分を証明できるもの（運転免許証、パスポート、健康保険証，学

　　（2）その他の修理　利用中に自転車が故障した場合は、そのまま貸出場所まで持込んで下さい。利用者に起因する自転車の故

　　　障については、利用者の費用負担で修理していただくことになります。 なお、貸出場所、協会窓口への事前の了解なく利用

　　連絡してください。無施錠のまま放置した等利用者に起因する事情により盗難、紛失等した場合、さらに利用者による重大な

　　（1）パンク修理　利用中に発生した自転車のパンクについては、利用者が最寄りの自転車店等に持ち込み修理を行ってくださ

　　い。修理にかかった代金については、利用者にてご負担いただきます。最寄りに自転車店がない場合、貸出場所、協会窓口へ

　　に従い取り扱うものとします。 

３．（利用料金）　※自転車仕様　３段変速　２４インチ　２６インチ　２６インチ（軽快車）

　　　（1）JRくりこま高原駅内　一般社団法人栗原市観光物産協会　貸出

　　　　　　利用時間　３時間まで　　　　　　　　　　　　　　　　　利用料金　　　５００円（税込）　

　　　　　　　　　　　３時間以上～終業時１７：００まで　　　　　　利用料金　１，０００円（税込）

　　限らせていただきます。申込書に虚偽の記載をされた場合には、利用をお断りすることがあります。

　　　ご予約の場合、変更・取消はお早めにご連絡ください。なお、ご予約の予定時間を過ぎた場合は弊社が取消をする場合がありますの

　　でご了承ください。

２．（個人情報の利用）本サービスの利用に関連して協会が知り得た個人情報については、協会が別途定める「個人情報保護方針」

７. （自転車の故障）自転車の故障については、貸出場所、協会窓口までご連絡下さい。

６　． （返却先 ）　貸出を受けた場所へ返却してください。 ※自己都合による返却場所以外の引取りには、別途の費用を申し受けます。

５. （利用条件）貸出・返却とも営業時間内に行って下さい。貸出・返却は一日毎で、原則として日を連続して貸出することはでき

　　ません。また、お一人様に同時に複数の自転車を貸出することもできません。小学生以下のお子様につきましては、ご利用頂け

４. （利用期間）くりこま高原駅貸出時、利用期間は、貸出日当日の９：００～１７：００ です。　

　　返却時間１７：００ を超えても返却されない場合、追加料金が発生する場合があります。また、連絡のないまま、返却時間を大

　　幅に過ぎるなど、当方で悪質と判断した場合には、所轄警察署に被害届を提出する等の措置をとる場合があります。

　　　（2）イベント時臨時貸出

　　　　　　利用時間　３時間まで　　　　　　　　　　　　　　　　　利用料金　　　５００円（税込）　

　　　　　　　　　　　３時間以上　～当社が指定する終業時間まで　　利用料金　１，０００円（税込）

一般社団法人栗原市観光物産協会　レンタサイクル利用規約　　ご利用にあたって（お申込み前に必ずお読みください）

　　　（1） 電話予約またはＦＡＸで予約申込　（2）    Eメール　ホームページからの予約申込　（3）乗車日当日の窓口申込

　　[申込先]一般社団法人栗原市観光物産協会　〒９８９－５６１２　栗原市志波姫新熊谷２８４番地３(ＪＲくりこま高原駅内)

　　　　　　ＴＥＬ　０２２８－２５－４１６６　　　　　ＦＡＸ　０２２８－２５－４１８２　

　このレンタサイクルは、一般社団法人栗原市観光物産協会（以下　協会）が運営管理しています。この利用規約は、お客様（ 以下　

利用者）がこのレンタサイクルをご利用の際に遵守していただく事項について規定しています。このレンタサイクルをご利用の際は、

この規約を遵守していただくようお願いします。

１．（利用申込み）利用申込みは、下記のいずれかの方法で行うことができます。 


